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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者死亡 

発生日時 平成２８年４月２７日 ０９時１５分ごろ 

発生場所 新潟県新潟港西区北方沖 

新潟港西区第２西防波堤灯台から真方位３５１°２.３海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３８°００.７′ 東経１３９°０４.１′） 

事故の概要  プレジャーボート海
かい

昇
しょう

丸は、釣り場を探索しながら旋回中、同乗

者１人が落水して死亡した。 

事故調査の経過  平成２８年４月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 海昇丸、５トン未満 

 ２７１－２９５２０新潟、個人所有 

 ８.５５ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.９２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１２９.００kＷ、平成８年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１３年５月２５日 

  免許証交付日 平成２３年３月２９日 

         （平成２８年５月２４日まで有効） 

同乗者Ａ１ 男性 ７０歳 

 死傷者等 死亡 １人（同乗者Ａ１） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１ｍ、海面水温 約１２℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ１ほか１人（以下「同乗

者Ａ２」という。）を乗せ、平成２８年４月２７日０６時００分ごろ、

釣りを行う目的で、新潟港西区北方沖に向けて信濃川の定係地を出航

した。 

 本船は、最初の釣り場で約１時間釣りを行い、釣り場を移動しよう

と南進した後、船長が、魚群探知機で釣り場の探索を行うこととし

た。 
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 船長は、同乗者Ａ１が、釣り場に到着した際にすぐに投錨すること

ができるよう、本船の船首部に設けられたビークヘッドの両脇に設置

された手すりを両手でつかんだ状態でビークヘッド上にしゃがんでい

るのを視認した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長は、約６～７km/hの対地速力で本船を反時計回りに旋回させな

がら、魚群探知機の映像を見ていたところ、０９時１５分ごろ船首方

から波浪を受けて船体が動揺した際、同乗者Ａ２の叫び声が聞こえ、

船首方を確認して同乗者Ａ１がビークヘッド上にいないことに気付

き、停船させた。 

同乗者Ａ２は、本船の右舷後方の海面上に浮いていた同乗者Ａ１に向

けて操舵室内に置いていた救命浮環を投げたが、同乗者Ａ１は救命浮

環をつかむことができなかった。 

船長は、海上保安庁に本事故の発生を通報するとともに、同乗者Ａ２

と共にボートフックで同乗者Ａ１をたぐり寄せ、左舷船尾部に設置し

ていた乗降用梯子
は し ご

から引き揚げたが、意識がなかったので、心臓マッ

サージ、人工呼吸等の救命処置を施した。 

 同乗者Ａ１は、来援した巡視艇から引き継いだ救急車で病院に搬送

されたものの、１２時３５分に死亡が確認され、死因が溺水による窒

息と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、同乗者Ａ１と共に月に２回程度、新潟港沖で釣りを行って

いた。 

本船は、釣り場に到着した際、ビークヘッドから投錨作業を行って

おり、同乗者Ａ１は、ふだんから、釣り場の探索中にビークヘッド上

で待機していることが多かった。 

 同乗者Ａ２は、本事故発生前、同乗者Ａ１と共に前部甲板上にいた

が、船首方から風を受けて寒くなったので後部甲板に移動する旨を同

乗者Ａ１に伝えた後、後部甲板の中央部に置いていたクーラーボック

スに腰を掛け、操舵室前面の窓越しに船首部にいた同乗者Ａ１の状況

を見ながら釣り場に到着するのを待っていた。 

 同乗者Ａ１は、シャツ、ズボン、ヤッケ、長靴及び帽子を着用して

写真１ ビークヘッド上にいた同乗者Ａ１の姿勢 
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いた。 

 船長、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２は、本事故当時、救命胴衣を着用し

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

同乗者Ａ１の死因は、溺水による窒息であった。 

本船は、新潟港西区北方沖において、釣り場の探索をしながら旋回

中、同乗者Ａ１がビークヘッド上にいたことから、船首方から波浪を

受けて船体が動揺した際、落水したものと考えられる。 

同乗者Ａ１がいたビークヘッドは、操舵室や後部甲板よりもピッチ

ングによる船体動揺が大きい上、船首側に手すりがないことから、落

水しやすい状態にあったものと考えられる。 

同乗者Ａ１は、救命胴衣を着用していれば、溺水を防止できた可能

性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、新潟港西区北方沖において、釣り場の探索をし

ながら旋回中、同乗者Ａ１がビークヘッド上にいたため、船首方から

波浪を受けて船体が動揺した際、落水したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・波浪等により船体が動揺するおそれがある場合、船長は、同乗者

を船体動揺が大きい船首部から移動させること。 

 ・小型船舶の暴露甲板に乗船している場合、乗船者は救命胴衣を着

用することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年４月２７日 

 ０９時１５分ごろ発生） 

 

新潟県 

新潟港西区第２西防波堤灯台 

新潟県新潟市 

信濃川 

新潟港西区 

港界 


